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令和５年度受験案内

福島県警察官
　警察官 B（男性）　

採用候補者試験
　　　　　　　警察官 B（女性）
（警視庁警察官〔警察官 B（男性）〕採用候補者共同試験）

福 島 県 人 事 委 員 会
福 島 県 警 察 本 部
警 視 庁

原則としてインターネット（電子申請）により申し込んでください。

受  付  期  間　　７月24日 ㈪ ～８月18日 ㈮
第１次試験日　　９月17日 ㈰

１　採用予定人員及び職務内容
区分試験 都　県　名 採用予定人員 職 務 内 容

警察官B（男性・一般）

福 島 県

51 名程度 　個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の
予防、捜査、交通の取締りなど、公共の安
全と秩序の維持に関する業務に従事します。警察官B（女性・一般） 16 名程度

警察官B（男性） 警 視 庁 ２名程度
　個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の
予防、捜査、交通の取締りなど、公共の安
全と秩序の維持に関する業務に従事します。

※　採用予定人員については募集時点での予定であり、今後変更になることがあります。

　警察官〔警察官B（男性）〕の試験は、福島県及び警視庁（東京都）が共同で実施するものであり、申込
み時に第２志望まで選択することができますが、福島県を第２志望とすることはできません。
　また、福島県を第１志望とし、第１次試験に合格した場合、第２志望は考慮されません。
　※警視庁が独自で実施する警視庁警察官採用試験（Ⅲ類）とは別の試験となります。

〔昨年度からの変更点〕
　○　第２次試験の体力検査について、「垂直とび」を廃止します。

　新型コロナウイルス感染症の状況や災害の発生等、やむを得ない事情により試験の日
時や会場等を変更する場合、又はその他緊急の連絡をする場合は、福島県人事委員会の
ホームページでお知らせします。（https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/saiyou/)
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３　試験日時、試験場及び合格者発表

２　受験資格
下表の「生年月日等」及び「学歴」の双

・・
方の条件を満たす人

◎　警察官B（男性）は第２志望まで選択することができますが、生年月日等の受験資格が都県によっ
て異なりますので、受験資格を満たす都県を選択してください。

●　次のいずれかに該当する人は受験できません。
○　日本の国籍を有しない人
○　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
○　志望する都県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
○　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

　合格者発表は、福島県庁前掲示場に合格者の受験番号を掲示するほか、合格者に文書で通知します。
　また、福島県人事委員会のホームページにも合格者の受験番号を掲載します。
　なお、第１次試験、第２次試験とも不合格者に対しては通知しません。

　警察官B（男性）で警視庁を希望している場合は、警視庁から直接合格者に通知します（第１次試験は
合格者のみに通知し、第２次試験は受験者全員に合否の結果を通知します。）。

区　分　試　験 都　県　名 生　年　月　日　等 学　　　歴

警察官B（男性・一般）

福 島 県

平成２年（1990年）４月２日から
平成18年（2006年）４月１日まで
に生まれた男性

次のいずれかに該当する人を除く。
１　大学を卒業した人又は令和６
年３月末日までに大学を卒業する
見込みの人

２　人事委員会が１に該当する人
と同等の資格があると認める人

警察官B（女性・一般）
平成２年（1990年）４月２日から
平成18年（2006年）４月１日まで
に生まれた女性

警察官B（男性） 警 視 庁
昭和63年（1988年）４月２日から
平成18年（2006年）４月１日まで
に生まれた男性

次のいずれかに該当する人。
１　高校を卒業した人又は令和６
年３月末日までに卒業する見込
みの人

２　高校卒業程度の学力を有する
人

試 験 日 時 試 験 場 合 格 者 発 表 日

第
一
次
試
験

福 島 県 令和５年９月17日㈰
受　　　　付　　９：00～ ９：30
教  養  試  験　　10：00 ～ 12：00
作  文  試  験　　13：00 ～ 14：00

福 島 大 学
会 津 大 学
福島県いわき合同庁舎

令和５年10月３日㈫

警 視 庁 令和５年10月下旬以降

第
二
次
試
験

福 島 県

令和５年10月22日㈰～10月25日㈬
のうち指定する２日

　日程等については、第１次試験の
合格通知の際にお知らせします。
　なお、第２次試験の日時の変更は
認められません。

福島市蓬莱町1−1−１

福 島 県 警 察 学 校
令和５年11月30日㈭

警 視 庁 第１次試験の合格通知の際にお知らせします。 令和６年１月中旬以降
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４　試験種目及び内容

※　教養試験の得点が一定の基準に達しない場合は、作文試験の評価を行いません。
※　福島県の第２次試験は福島県警察本部が実施します。

試験 試 験 種 目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

第
一
次
試
験

教 養 試 験
（多肢選択式）

　警察官として必要な一般的知識及び知能（高校卒程度）についての筆記試験
（50 題）（出題分野及び分野別出題予定数は、10 ページを御覧ください。）

作 文 試 験 　警察官として必要な表現力等についての記述式による筆記試験
　※800字以内

第
　
　
二
　
　
　
次
　
　
　
試
　
　
　
験

口 述 試 験 　人物についての個別面接及び集団討論による試験

適 性 検 査 　職務遂行に必要な適性についての検査

体 力 検 査

　職務遂行に必要な体力を有するかどうかについての次の基準による検査

　※この基準は目安であり、検査項目全体で総合的に適否を判定します。
　※この基準は福島県のものであり、警視庁とは異なる場合があります。
　　詳しくは、警視庁に直接お問い合わせください。

身 体 検 査

　警察官として必要な身体的状態及び健康度を有するかどうかについての次の
基準による検査（基準についての詳細は、福島県警察本部にお問い合わせくだ
さい。）
※試験当日に検査を行う測定方式と、医師の発行する身体検査書を提出する
持参方式の併用

　※この基準は福島県のものであり、警視庁とは異なる場合があります。
　　詳しくは、警視庁に直接お問い合わせください。

検査項目 警察官（男性） 警察官（女性）

反 復 横 と び 20秒間で39回以上 20秒間で35回以上

握 力 42㎏以上 26㎏以上

上体起こし（腹筋） 30秒間で18回以上 30秒間で12回以上

20 ｍ シ ャ ト ル ラ ン 67回以上 41回以上

検査項目 警察官（男性） 警察官（女性） 方式

視 力
両眼とも裸眼視力0.6以上、又は矯正視力が1.0以上であ
ること。

持参

色 覚 職務遂行に支障のないこと。 持参

そ の 他 職務遂行に支障のないこと。 測定
持参　
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５　試験種目ごとの配点

６　得点化の方法

７　合格者の決定方法

第１次試験 第２次試験

試験種目 教養試験 作文試験 口述試験 適性検査 身体検査 体力検査

配点 100 60 300 （適否） （適否） （適否）

●　第１次試験
　⑴　教養試験の採点方法

　第１次試験の教養試験については、粗点（正答数）をそのまま用いるのではなく、平均点及び標準
偏差等を用いて以下の方法で算出した標準点を用いており、受験者の点数は概ね０点～100点に分布
します。

　　　　
教養試験の標準点の算出方法

　　　　　　　　　　　　　　　Ａ−B
　　　　　　標準点　＝　１５　×　　　　　　＋　５０
　　　　　　　　　　　　　　　　C

　　　　　　　　Ａ：ある受験者の粗点
　　　　　　　　B：教養試験の平均点
　　　　　　　　C：教養試験の標準偏差

　⑵　作文試験
　　　３名の評定者の得点を合計します。

●　第２次試験
　⑴　口述試験
　　　３名の評定者の得点を合計します。
　⑵　適性検査、身体検査及び体力検査
　得点化する試験種目ではなく、一定の職務適性や身体的・体力的適性があるかどうかを検査する試
験です。

※　警視庁の得点化の方法については、警視庁に直接お問い合わせください。

※　適性検査、身体検査、体力検査については、適か否の判定となり、得点化の対象とはなりません。

※　警視庁の配点については、警視庁に直接お問い合わせください。

　第１次試験合格者は、合計得点の高い順に決定されます。
　第２次試験は第１次試験合格者に対して行い、最終合格者は第２次試験の得点の高い順に決定され
ます。
　ただし、それぞれの試験において一定の基準に達しない試験種目が一つでもある場合には、他の試
験種目の成績にかかわらず不合格となります。
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８　受験手続
　〈原則としてインターネット（電子申請）により申し込んでください。〉
　⑴　インターネットで申し込む場合

　⑵　郵便で申し込む場合（インターネットによる申込みができない人）

※　受験手続で収集した個人情報は、採用試験及び採用事務の目的以外には使用しません。

手 順 ①
利 用 者
登 録

　福島県ホームページの「ふくしま県市町村共同電子申請システム」にアクセ
スし、利用者登録（ＩＤ・パスワードの取得）を行ってください。
（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/denshi-shinsei-dantai.html）
※　初めてインターネットで受験申込を行う際は、必ず事前に利用者登録を
行ってください。（いつでもできます。）
※　利用者登録だけでは受験申込は完了しません。必ず、受付期間内に「手順②受験申込」
の手続きを行ってください。

手 順 ②
受験申込

　受付期間内に「ふくしま県市町村共同電子申請システム」に再度アクセスし、「【採用試験】
福島県警察官（警察官B・［男性］又は［女性］）採用候補者試験受験申込」を選択し、８～
10ページの記入要領を参照のうえ、申込データの入力・送信を行ってください。
※　申込データを送信後、登録したメールアドレスに申込完了のメールが即時送信されま
す。メールが送信されない場合や、システムの操作、利用者登録等で御不明な点があり
ましたら、「福島県企画調整部デジタル変革課」（TEL024-521-7136）までお問い合わせ
ください。
※　その他のお問い合わせは当事務局（TEL024-521-7590）まで御連絡ください。

受付期間

令和５年７月24日㈪から令和５年８月18日㈮まで
（ただし、最終日は午後５時15分までの受付となります。）
　受付期間内に正常に到達したものを有効な申込みとします。メンテナンス、通信機器障
害等によりシステムが停止した場合であっても同様ですので、十分余裕をもって申込みを
行ってください。

受験票の
作 成

①　申込受
・・・・
付期間終了後２週間程度で、登録したメールアドレスに審査完了のメールが送

信されますので、「福島県人事委員会のホームページ」にアクセスし、受験票をダウンロー
ドしてください。
※　試験日の１週間前までに審査完了のメールが届かない場合は、当事務局（TEL024-521-
7590）までお問い合わせください。

②　ダウンロードした受験票を印刷し、受験番号一覧表で必ず受験番号を確認のうえ、所
定の事項を記入して写真を貼り、試験当日に持参してください。

提出書類

受験申込用紙（受験申込書と受験票）
○　８～ 10ページの記入要領をよく読み、受験申込用紙に必要事項を黒インクのペン又
はボールペンで記入してください。
○　受験票には必ず63円切手を貼ってください。
○　申込みの時には受験票に写真を貼らないでください。
○　受験申込書は機械で処理しますので、折り曲げたり汚したりしないでください。
○　受験申込書と受験票は切り離さないでください。

提 出 先
　受験申込用紙を封筒（角形２号）に入れ、その表に赤で「警察官Ｂ申込み」と書いて、
必ず簡易書留にして送付してください。
　　　〒960−8681　福島県庁内郵便局私書箱第25号　福島県人事委員会事務局

受付期間
令和５年７月24日㈪から令和５年８月18日㈮まで
　○　８月18日㈮の郵便局の消印のあるものまで受け付けます。
　○　受付期間前及び受付期間経過後の申込みは、一切受け付けません。

受験票の
発 送

受験票は申込受
・・・・
付期間終了後２週間程度で郵送します。

※　試験日の１週間前までに届かない場合は、当事務局（TEL024-521-7590）までお問い
合わせください。
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９　受験の際の注意事項

第 １ 次
試験当日
持参する
も の

①　受験票（最近３か月以内に撮影した本人の写真（縦４㎝×横３㎝、上半身、脱帽、正
面向）を所定の欄に貼ってください。）
②　鉛筆（ＨＢに限る。シャープペンシルは読み取れないことがあります。）
③　プラスチック消しゴム
④　昼食（ゴミはお持ち帰りください。）

そ の 他

○　試験場に到着したら、必ず受付時間内に受験票を受付に提示し、係員の指示に従って
ください。
※　受験票を忘れた場合には、係員に申し出てください。その際、本人と証明できるも
のを提示してください。

○　受験票は試験時間内に回収しますので、受験番号を控えておいてください。
○　障がい等により受験に際し配慮を希望する場合は、申込期間内に当事務局（TEL024-
521-7590）まで御連絡ください。
○　試験中は計時以外の機能がある時計（スマートウォッチ等）の使用を禁止します。
○　試験当日は試験場に駐車できません。公共交通機関を御利用ください。
　　また、交通の妨げとなりますので、試験場周辺での駐停車による送迎は行わないでく
ださい。

10　勤務条件等
　⑴　福　島　県
　　ア　給　　与

○　令和５年４月１日時点の高校新卒者の初任給の基準は184,700円となっており、上位の学歴や
採用前に職歴を有する場合には、一定の基準により額が加算されます。
○　扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務（残業）手当、特殊勤務手当、期末・
勤勉手当（ボーナス）等が、それぞれの支給要件に応じて支給されます。
○　人事委員会の勧告に基づいて給与改定が行われます。

　　イ　被　　服
　　　　制服、制帽のほか、靴、ネクタイ、雨衣、防寒服等が支給されます。
　　ウ　勤務時間・休暇
　　　○　１週間の勤務時間は、４週間を通じて平均38時間45分です。

○　週休日（４週間を通じて８日間）、祝日、年次有給休暇（年間20日間、繰り越しにより最大40
日間）のほか、夏季休暇・子育て休暇等の特別休暇を取得することができます。

　　エ　福利厚生
　　　○　共済制度があり、育児休業手当金や医療費助成のほか、住宅資金等の貸付も行っています。
　　　○　県内各地に独身寮や職員住宅があります。
　　オ　勤　務　先
　　　○　県内の警察本部、警察署、交番、駐在所等に配属されます。

○　受動喫煙を防止するための措置として、敷地内禁煙（屋外に喫煙場所設置の場合あり）を行っ
ています。

　⑵　警　視　庁
　　　警視庁に直接お問い合わせください。
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11　合格から採用まで

12　昇　　　任

13　試験結果（成績）の提供

○　合格者は、合格した都県の採用候補者名簿に成績順に登載され、そのうちから採用者が決定され
ます。
○　採用者は巡査に任命され、初任科生として各都県の警察学校で一定期間の教育訓練を受け、卒業後
は各警察署等に配置されて勤務につきます。（試用期間は６か月です。）
○　採用候補者名簿に登載されても、欠員等の関係から採用されないこともあります。
○　採用は、原則として令和６年４月１日となります。

　昇任は、昇任試験などにより行われ、本人の実力・努力次第で上位の階級に昇任する道が開かれてい
ます。

　この試験の結果（成績）については、下記のとおり、受験者本人へ閲覧により提供します。受験者本
人であることを明らかにする書類（運転免許証、学生証、マイナンバーカード等）を持参のうえ、受験
者本人が直接下記提供場所へおいでください。

※　適否とは、試験種目ごとの基準に達していたかどうかを表します。
※　基準に達しない試験種目がある場合には、総合順位がつかないことがあります。
※　警視庁を第１志望とした方の試験結果の提供については、警視庁に問い合わせてください。

第１次
試　験

合　格

〔人事委員会〕 警　察
本部長〔 〕 〔人事委員会〕 〔警察本部長〕

最終合格 候補者請求

候補者提示

第２次
試　験

採　用
採　用
内　定

採用候補者
名 簿 登 載

試　験 対　象　者 提　　供　　内　　容 提供期間 提　 供　 場　 所

第１次試験

第１次試験不合格者
 （福島県のみを希望した人） ・　教養試験の得点及び適否

・　作文試験の得点及び適否
・　第１次試験の順位及び合計得点

合格者発表日
から１か月間

福島市杉妻町２− 16 
　福島県人事委員会事務局
提供時間 （平日のみ）
　９：00 ～ 12：00
　13：00 ～ 17：00

第１次試験不合格者
 （警視庁を併願した人）

令和６年３月15日㈮
から１か月間

第２次試験 第２次試験受験者

・　第１次試験の結果
・　口述試験の得点
・　適性検査の適否
・　体力検査の適否
・　身体検査の適否
・　総合順位

合格者発表日
から１か月間
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受験申込用紙記入要領
【記入にあたっての注意】
　受験申込書は、機械で処理しますので、汚したり折り曲げたりせず、楷書で丁寧に記入して
ください。
　○　必ず本人が記入してください。
　○　太線で囲んだ欄の全てに記入してください。
　○　枠からはみでないよう１マスに１文字のみ記入してください。
　○　記入には黒インクのペン又はボールペンを使用してください（鉛筆は不可）。
　○　間違えて記入した場合は、修正液を使用し再度記入してください。

　○　数字やふりがなについては、 下記を参考にして丁寧に記入してください。
　　　 〔標準字体〕 　　　　　　　　　　　　　　 〔特に注意を要する文字〕 

０ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ツ ― シ ア ― マ

ウ ― ワ ク ― ワ

コ ― ユ フ ― ク

ア イ ウ エ オ ハ ヒ フ へ ホ

カ キ ク ケ コ マ ミ ム メ モ

サ シ ス セ ソ ヤ ユ ヨ

タ チ ツ テ ト ラ リ ル レ ロ

ナ 二 ヌ ネ ノ ワ ヲ ン

【受験申込書】
　１　区 分 試 験　　

受験を希望する区分試験の名称及び試験コードを下表より記入してください。　２　試験コード　

　３　受験希望地　　下表により受験希望地の名称とコードを記入してください。

　４　第 １ 志 望　
　男性のみ、下表より名称及びコードを記入してください。

　５　第 ２ 志 望　
　　　　　　　　　　第２志望がない場合は、名称を「なし」、コードを「10」と記入してください。
　　　　　　　　　　福島県を第２志望とすることはできません。
　　　　　　　　　　なお、志望する都県の受験資格を確認してください。

　６　氏　　　名　　上段に漢字で記入し、下段にはカタカナでふりがなを記入してください。
　　　　　　　　  （記入例）

　７　性　　　別　　該当する□内にレ印を付けてください。

　８　生 年 月 日　　昭和はＳ、平成はＨと記入してください。
　　　　　　　　　　必ず和暦で記入してください。
　　　　　　　　　　（記入例）　　平成14年１月25日生まれの場合

区 分 試 験 男性・一般 女性・一般
試験コード 0211 0251

名 称 福 島 会津若松 い わ き
コ ー ド 01 02 03

名 称 福 島 県 警 視 庁
コ ー ド 01 04

８　生年月日 年 月 日
年　号
昭和：S
平成：H

H １ ４ ０ １ ２ ５

６ 氏 名 福 島 次 郎
（フリガナ） フ ク シ マ ジ ロ ウ



− 9−

　９　書類送付先及び申請者の住所
　　　書類送付先は、確実に受験票、第２次試験通知等を受けとることができる住所を記入してください。
　　　申請者の住所は、書類送付先と異なる場合のみ記入してください。同じ場合は記入不要です。

　電話番号は、日中に連絡のとれる携帯電話番号を記入してください。（携帯電話がない方は自宅の
電話番号のみで結構です。）

　　 （記入例）「福島県福島市杉妻町３丁目２番16号　杉妻アパート201号室」の例

　10　学　　　歴
　　○　義務教育終了後から最終の学校又は現在在学している学校までについて、順に記入してください。
　　○　学部、学科は必ず記入してください。
　　高等学校は「全日制・定時制・通信制」から、大学は「一部、二部」から該当するものを○で囲
んでください。

　　○「区分」欄は、下表により該当するものを○で囲んでください。

○　最終学歴コード（学校）
　受験申込書の「10　学歴」欄に記入した「最終の学校又は現在在学中の学校」の番号を別表１
（10ページ）から記入してください。
　ただし、最終の学校又は現在在学中の学校の区分が「＿年在学中」もしくは「＿年中退」の場合
は、その前の学校について記入してください。
○　最終学歴コード（学科）
　上で記入した学校の学科の番号を別表２（10ページ）から記入してください。

　　　　　（記入例）　○○高校普通科の場合

【記入年月日】　この申込書を作成した日付を記入してください。

【受験票】
１　試　験　場　　　受験申込書の「３　受験希望地」で記入した受験希望地の名称を記入してくださ

い。
２　区 分 試 験　　　受験申込書の「１　区分試験」に記入したものと同じ区分試験の□内にレ印を付

けてください。
３　第 １ 志 望　　　受験申込書の「４　第１志望」及び「５　第２志望」に記入したものと同じ名称
４　第 ２ 志 望　　　の□内にレ印を付けてください（男性のみ記入してください。）。
５　氏　　　名　　　下段に漢字で記入し、上段にはひらがなでふりがなを記入してください。
６　性　　　別　　　該当する方を○で囲んでください。
○　※印の欄は記入しないでください。
○　申込みの時には、写真を貼らないでください。
○　受験票の裏（はがきのあて名の部分）には、住所、氏名を記入し、所定の欄に63円切手を貼って
ください。
　※　ここに書いた住所に受験票を発送しますので、間違いのないように記入してください。

郵便番号 ９ ６ ０ − ８ ０ ６ ５
電話番号

携帯 ０９０−１２３４−５６７８
住所１ 自宅 ０２４−５２１−７５９０
福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ３ − ２ − １ ６
住所２（建物名、部屋番号）

杉 妻 ア パ − ト ２ ０ １

卒 業 申込みの時点で卒業している場合
卒 業 見 込 令和６年３月末日までに卒業する見込みの場合
　年在学中 令和６年３月末日までに卒業する見込みのない場合（「　」には該当する学年を記入）
　 年 中 退 申込みの時点で中退している場合（「　」には該当する学年を記入）

最終学歴
コ　ー　ド 学校 6 0 0 0 学　科 5 0 1
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別表１　学校コード番号表

別表２　学科コード番号表

《出題分野別出題予定数》※数字は、出題予定数です。

《過去の作文課題》

教養試験
（50題）

社会科学  8
人文科学  10
自然科学  7
文章理解  8

判断推理  9
数的推理・資料解釈  8

令和４年度
（2022年度）

　警察官として仕事をしていく上で、あなたが大切にした
いことについて述べなさい。

短期大学、専門学校等 高　等　学　校

会津大短大部  4001
福島学院大短大部  4002
桜の聖母短大  4003
郡山女子大短大部  4004
いわき短大  4005
福島県農業総合センター
農業短期大学校  4006
山形県立米沢女子短大 
  4111
仙台青葉学院短大  4201
東北生活文化大短大部 
  4202
東北文教大短大部  4203

福島工業高専  5001
ケイセンビジネス公務員
カレッジ  5002
国際ビジネス公務員大学校
(郡山情報ビジネス公務員
専門学校）  5003
大原簿記公務員専門学校
  5201
東京法律公務員専門学校
（東京法律専門学校） 
東京IT会計公務員専門学校
（東京IT会計法律専門学校）
  5202

○県立高校
〔県北地域〕
福島高  6001
橘高  6002
福島商業高  6003
福島明成高  6004
福島工業高  6005
福島西高  6006
福島北高  6007
福島東高  6008
福島南高  6009
川俣高  6010
伊達高  6011
（梁川高、保原高）
安達高  6013
二本松実業高  6014
（二本松工業高、安達東高）
本宮高  6016
ふくしま新世高  6017
（福島中央高、保原高定時制）

〔県中地域〕
安積高  6018
安積黎明高  6019
郡山東高  6020
郡山商業高  6021
郡山北工業高  6022
郡山高  6023
あさか開成高  6024
湖南高  6025
須賀川創英館高  6026
（須賀川高、長沼高）
須賀川桐陽高  6027
清陵情報高  6028
岩瀬農業高  6030
石川高  6031
田村高  6032

船引高  6033
小野高  6034
郡山萌世高  6035

〔県南地域〕
光南高  6036
白河高  6037
白河旭高  6038
白河実業高  6039
（塙工業高）
修明高  6041
（棚倉高、東白川農商高）
白河第二高  6042

〔会津地域〕
会津高  6043
葵高  6044
会津学鳳高  6045
若松商業高  6046
会津工業高  6047
喜多方高  6048
（喜多方東高）
喜多方桐桜高  6050
（喜多方商業高、喜多方工業高）
猪苗代高  6051
会津農林高  6052
（耶麻農業高）
西会津高  6053
会津西陵高  6054
（大沼高、坂下高）
川口高  6055
南会津高  6058
（田島高）
只見高  6060
会津第二高  6061

〔いわき地域〕
磐城高  6062
磐城桜が丘高  6063
平工業高  6064
平商業高  6065
いわき総合高  6066
いわき光洋高  6067
いわき湯本高  6068
（湯本高、遠野高）
小名浜海星高  6069
（小名浜高、いわき海星高）
磐城農業高  6071
勿来高  6072
勿来工業高  6073
好間高  6074
四倉高  6076
いわき翠の杜高  6077

〔相双地域〕
双葉高  6078
浪江高  6079
富岡高  6080
双葉翔陽高  6081
相馬高  6082
相馬総合高  6083
（相馬東高、新地高）
原町高  6084
相馬農業高  6085
小高産業技術高  6089
（小高商業高、小高工業高）
ふたば未来学園高 6090

○私立高校
福島高  6101
福島成蹊高  6102
桜の聖母学院高  6103
福島東稜高  6104
聖光学院高  6105
郡山女子大学附属高
  6106
帝京安積高  6107
尚志高  6108
日本大学東北高  6109
学校法人石川高  6110
会津北嶺高  6111
（学校法人若松第一高） 
会津若松ザベリオ学園高
  6112
仁愛高  6113
福島県磐城第一高 6114
磐城緑蔭高  6115
（福島県磐城第二高 
東日本国際大学附属昌平高
  6116
いわき秀英高  6117

その他の短期大学　4000　　その他の（高等）専門学校　5000　　その他の高等学校　6000

短期大学、専門学校等 高等学校

産業情報学科  401
食物栄養学科  402
社会福祉学科  403
情報ビジネス科  404
キャリア教養学科  405
家政科  406

人文科学系学科  411
社会科学系学科  412
福祉系学科  413
農業系学科  414
家政・生活系学科  415
食物・栄養系学科  416
教育系学科  417
理工系学科  418
公務員系学科  419
その他の学科  400

普通科  501
総合学科  502
商業・情報系学科  503
農業系学科  504
理工系学科  505
体育・芸術系学科  506
その他の学科  500
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《過去の集団討論課題》

令和４年度
（2022年度）

◦スマートフォンやSNSの普及に伴い、様々な情報が容易に入手できる時代となっているが、
　①　青少年がインターネットを介して巻き込まれる恐れのある犯罪
　②　青少年が①の犯罪に巻き込まれないようにするための方策
　について、グループとしての意見をまとめなさい。

◦福島県の交通事故については年々減少傾向にあるが、高齢者が犠牲者となる死亡事故が度々発生
するなど、依然として交通事故対策の重要性は高い。
　そこで、交通事故を防止するための取組としてどのようなものが考えられるか、グループとして
の意見をまとめなさい。

◦日本に住んでいる以上、地震、洪水、火山噴火といった自然災害と無縁でいることはできないが、
警察官として、
　①　災害に備えて普段から準備すること
　②　災害が発生したときにすべきこと
　について、グループとしての意見をまとめなさい。

《出　題　例》

〔例題１〕　日本の地方自治に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。
１．地方公共団体の議会の議員は住民の直接選挙によって選出され，首長は議員の中から議員同士の選
挙によって選出される。
２．地方公共団体において，首長や議会の議員の任期は定められており，住民が首長の解職や議会の解
散を求めることはできない。
３．地方分権一括法では，国が本来果たすべき事務は国が行うこととされ，地方公共団体が国から事務
を委託されて処理することはない。
４．地方公共団体は，法律の範囲内で独自に条例や予算を作成することができる。
５．平成の大合併と呼ばれる大規模な市町村合併が進められた結果，市町村数は大幅に減少し，2022
年４月現在，全国の市町村数は約500となっている。

〔例題２〕　Ａ～Ｃの３人が１年間に読んだ本の冊数は３人合わせて100冊であり，各人が読んだ冊数の比
は，ＡとＢが３：２，ＢとＣが３：５であった。読んだ冊数が最も多い人と最も少ない人の冊数の差は
何冊か。

　　１．８冊
　　２．10冊
　　３．12冊
　　４．14冊
　　５．16冊

〈正答番号〉　〔例題１〕４　　　〔例題２〕５
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